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11国内流通食品の含有実態調査について      ,

平成 16～ 18年度の厚生労働科学研究において、国民の食品摂取を通じたアフ

ラトキシンの暴露評価を行 うことを目的として(国内流通する食品中の含有実態

調査を行つた。調査方法の詳細及び結果の概要は以下の とお り。

(1)対象食品の選定

過去の知見に照らし、アフラ トキシンに汚染されやすい と考えられる食品

を調査対象 として選定 した。なお、1年毎に対象品目の見直しを行い、新たに

汚染・検出情報のあったものついては、調査対象品 目への追加を行つた。

(2)試料数の設定

w「IOの地球環境監視システム/食物汚染監視計画 (GEMS/Food)に おい

て、適 lF_な統計処理に必要とされる最低試料数 (25試料)を基本として、各

食品の汚染頻度に応 じて試料数を設定した。なお、1年毎に試料数の見直 しを

行い、検出状況に応 じて試料数の増減を行つた (一部、調査途中で品 目追加

した食品については、25試料の確保ができなかつた)。

(3)試料の採取方法

農林水産省から提供 された米以外の食品は、全国各地 (北海道、東北、東

京、大阪t九州)の小売店等で販売されているものを購入 した。賞味期限等

により同下の製造ロットであることが確認できるものを、基本的に 1試料に

つ き合計 l kg以上となるよう入手 した。

(4)試料の調製方法

基本的に採取試料の全量を粉砕 して均一化 し、その 50gを採取して、総ア

フラ トキシンの分析に供した。

(5)調査結果の概要

・ 検出した食品の うち、落花生及びはとむぎのそれぞれ一試料で総アフラ トキ

シンが 28.0口 g/kg、 9.71 μg/kg検出されたが、この二試料以外は、概ねそ

の濃度は低レベルだった。

・ピスタチオ、そば粉及びコーングリッツではtBグループ (ア フラトキシン

Bl又はB2のみが検出されるもの)汚染のみと考えられたが、落花生、チlヨ

コレー ト、はとむぎ、香辛料、ココア、ピーナッツバター及びアーモン ドで

は、BGグループ (Bグルアプにカロえてアフラ トキシン Gl又は G2が検出さ

れるもの)汚染が認められた。

・落花生は、検出されたのは一試料のみであつたが、Bグル‐プよりも Gグル

ープの汚染濃度が高かつた。
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平成 16～ 18年度 国内流通食品中のアフラ トキシン含有実態調査結果 (厚生労働科学研究 )

食  品
*1

試料数 染
数

汚
件

検出試料の平均汚染濃度 (範囲)(口 g/kg)*2

H16
年度 Ｈ‐７戦 Ｈ‐８牲

合 計 アフラトキシンBI アフラトキシンB2 アフラトキシンGl アフラトキシンG2 幣念アフラトキシン

落花生 150 1

チョコレート 0,イト
角ルた卜2をr`≧,[」) / 34

0.27.

(0.1～ 0.88)

0.13
(0.1,018)

0 13

(0 1～ 0 33)

0.1
(01)

0.33
(0.1～ 0.21)

ヒ
゜
スタチオ / / 5 5 1

はとむぎ / 6
2.45

(0 29～9 0)

0.38
(0 1～ 0 58)

0.16
(0 1～ 0.30)

2.77
(Of 31～ 9.71)

そば粉 6 2
0.53

(0 24～0.81)

0.17
(0 173)

0 61
(0 238～ 0 987

香辛料 / 5
0.36

(0.1～ 1.0)

２

の

０

０

0.44
(0.1～ 1 0)

ココア / / 8
0.33

(0.17～060)
0.13

(0 1～ 0 15)

0 11

(0.1～ 0 11)

0 40
(0 17～0 85)

ヒ―゚ナッツハ
゛
ター

0.86
(0 1～ 259)

0 25
(0.1～ 0 52)

0.37
(0 1～ 0 81)

0.2
(0 12～ 0 46)

1.18
(0.1～ 3 92)

アーモント
゛

(募晦疑
詢 / / 6

0.37
(0 1～ 089)

0 14
(0 1～ 0 17)

01
(0 1～ 0 12)

0.43
(0.1～ 1 06)

コーンク
゛
リッツ 2

*1 検出例のあつた食品のみを抜粋 (上記食品以外に米、スウィー トコマン、ポップコーン、ローンフレーク、

豆菓子、ごま油、そば麺、乾燥いちじく等を調査)

定量限界 0.l μg/kg

2:参考情報             ‐

(1)産生菌の概要        ‐

アフラトキシンは、主に真菌類の不完全菌類に属するかびであるИψ‐曇 ∫

ルフυF及びИψ〕rgi■■us″塑y脆おによつて産生される二次代謝産物の毒素であ

る。これらの菌は、土壌や食品など自然界に広く分布し、一般の農作物にお

いてはИ 動爾sの汚染を受けやすいが、落花生の場合、土壌で成熟するため

И.ρ″観″ε
“
が優位となり、本菌による汚染を受けやすい。また、И.′Omius

は昆虫を媒介 して香辛料を汚染することが知られている。

<参考>平成 19年度 国内流通食品中のアフラ トキシン含有実態調査結果 (食品等試験検査費)

食  品 試料数 汚染件数
検出試料の平均汚染濃度 (範囲)(μ g/kg)*

アフラトキシンBl アフラトキシンB2 アフラトキシンGl アフラトキシンち 紹まアフラトキシン

落花生 1 02

アーモ ン ド 2
0.11
(011)

0.11
(011)

くるみ 8 0

n*E tvi y) 7 0

ピスタチオ 9 2
0.51

(0 3～ 0.71)

0.51
(0.3～ 0 71)

*定量限界 0 1 μg/kg(落花生のみ 0.1～0 5 μg/kg)
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食品中のアフラ トキシン汚染に関連する主要な産生菌

産生菌
産生かび毒

主要な発生源
AFB AFG

∠.■2フ7S 十 各種食品

ス.ρ″雰f″cIIs 十 十 落花生

∠  z70〃 |口s 十 + 香幸料

斑B:アフラトキシンBグルニプ AFG:アフラトキシンGグループ

(2)産生菌の増殖条件 口毒素の産生条件

・産生菌の増殖条件

最低温度 10～ 12℃、最高温度 43～48℃、湿度80%   :
・毒素の産生条件

最低温度 12～ 15℃、最高温度 42～45℃

(至適温度 28℃、水分活性 0.98)

※ いずれもス.カフυ∫とスク″
"ticusで

相違は認められていない。

(3)毒素の食品中分布

一般に、アフラトキシン産生菌に植物病原性はほばないとされており、収

穫後の穀物等の粒表面の傷などから侵入し、増殖して毒素を産生する。,菌が

着生している穀粒は局在しているが、汚染された穀粒中のア7ラ トキシン濃

度は非常に高くなる。そのためロット内のアフラトキシン濃度は、汚染され

た穀粒がどの程度混入しているかによつてばらつきが生じる。 トウモロコシ

を例にとると、一つのロットから5 kgを採取し、その全量を均一化してアフ

ラトキシンを分析した結果が 20 μg/kgで あつた場合、10,000粒申6粒が汚染

していると推定されている (JohanssOn,et al,J AOAC Internationa1 83,

1270-1278)。

(4)‐ 産生菌の地理的分布 
 `        ・          :

アフラトキシン産生菌は、主に温帯、亜熱帯から熱帯地域に分布し、北緯

35度～南緯 35度間の低海抜地帯における農作物を汚染する。

1′
歎ξ≒

35 会ヾ マ摯毛
°

_ヽ≫
｀
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アフラ トキシン検査におけるサンプリングプランの改正について

1、   アフラトキシンの評価

食品安全委員会のカビ毒評価書 (平成 21年 3月 19日 付け府食第261号)に よれば、
「暴露量の推定結果から、アフラトキシン Blに対して 10,g/kgを検出限界として
規制をしている 現状においては、落花生及び本の実 (アーモンド、ヘーゼルナッツ、
ピスタチオ)について(総アフラトキシンの規格基準を設定することによる食品から
の暴露量に大きな影響はなく、現状の発がんリスクに及ぼす影響もほとんど無いもの

と推察された。しかしながら、アフラトキシンは遺伝毒性が関与すると判断される発
がん物質であり、食品からの総アフラトキジンの摂取は合理的に達成可能な範囲で出
来る限り低いレベルにするべきである。汚染実態調査の結果、BGグループの汚染率
が年々高くなる傾向が見られていることを考慮すると、落花生及び木の実にっいて、
発がんリスク及び実行可能性を踏まえ適切に総アフラトキシンの基準値を設定する必
要がある。」と評価している。

2、   アフラトキシンのサンプリングプラン

平成 21年度に開催された第 43回 UぬR(天然資源の開発利用に関する日米会議)

有毒微生物専門部会において、サンプリングプランの検討要請がなされたことから、
国立医薬品食品衛生研究所において比較、検証を実施した。

米国、EUと のサンプリング比較を別添 1に、基準値 10μ g/kき と設定した場合のサ
ンプルサイズによるトウモロロシ穀粒中のアフラトキシン測定のバラツキの比較は別

添 2の とお りであり、抜き取リサンプノンが粒状である場合、その粒数が真値に対する
正規分布に影響を与えることが確認 された。

また、別添 3に示すように正規分布は 1,000粒以上で確認され、10,000粒以上の場
合、より正確な判定が可能となることが確認された。              |

このため、アフラトキシンのサンプリングについて 1,000粒以上を確保 し、実行可

能性を考慮 して検体採取量を改正する。

3、 品日ごとの採取量 【例】

変更前 変更後

品目名 採取量
1粒重

量  (g)

1,000オ立

重量(kD

10,000粒

重量 (kg)

5kg換算粒

数 (粒 )

採取量

落花生 (大粒) 1ヌtは 0.5kg 0.850 09 8.5 5:882 5kg(1,000粒 以上確保)

アーモンド 1ヌ[は 0.5kg 1.200 1.2 12 4,167 5kg(1,000粒 以上確保 )

クルミ 1ヌ[は 05kき 3.000 3.0 30 1,667 5kg(1,000粒 以上確保 )

ナツメグ 1ヌ[は 0.5kg 4.000 4.0 40 1,250 5kg(1,000粒 以上確保)

いちじく(乾燥 ) 1ヌtは 0 5kg 5.000 5.0 50 1,000 5kg(1,000粒 以上確保)

′ごま 1ヌ[は 015kg 0.003 0.003 003 1,666,667 lkg(10,000粒 以上確保 )

米 (含むワイルドライス) 1ヌ[は 0.5kg 0.023 002 0.23 217,391 lkg(10,000粒 以上確保 )
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アフラトキシン検査実績(平成22年 1月 1日 ～平成22年 12月 31日 までの速報値 輸入食品監視支援システムによる検索日:平成23年2月 15日 )

―
∞
―

穀類

3878847 3894128 37075
1 1060,91 367 157045

781318 377 92355
101035 10,4ワ

1 56746

Jlそ

豆類

772887 23641 0
19097 0

し 15,8, 1735 0
1531 1531 5 104

7893 168,368 6.403 1

コー ヒ コ 18474 407.576 1543 42456 0

「
E実類

rま 1608 163.825 633 76592 2
その他種実 225692 3057 2

乾燥果実
1鷺果実 8_753 145706 268 ・0

いち ti〈 1205 1225 4 24
1  1.5ol 13699
鯰 n石降なな

平成 22年次

ナッツ類

5414 6931 5399 96.996 522
1820 26.268 1702 25.990
728 9402 0

6519 1.022 0 0
2.385 2_382 44
579 549

222 936

香率料

レう力くちl 3586 16.074 1394 10054 8
こ1´ 上う 1.206 8800
マスター ド 4,692 1 0
ターメリック 3507 2,985 0
コリアンダー 3465 0
ワミン 1915 260 0

そ の {世 否 半 料 7034 1122
1

-
ー

818 45.713 229 9128

茶 R

その他 その イ 15,949 337082

-1

2.626 16074 3

蕩



平成23年度輸入食品監視指導計画 (案)について

平 成 23年 3月

輸入食品安全対策室

1.輸入食品監視指導計画とは

輸入食品等にっいて国が行う監視指導の実施に関する計画 (食品衛生法 (以下「法

という。」第23条)をいう。

【目的】国が、輸入時の検査や輸入者の監視指導等を
′
車点的、効果的かつ効率的に実

:  施することを推進し、輸入食品等のT層の安全性確保を図る。   1

2.輸入食品等の監視指導の基本的な考え方

食品安全基本法第 4条 (食 品の安全性確保は、国の内外における食品供給行程の

各段階において適切な措置を講じることにより行わなければならない)の観点から、

輸出国、輸入時及び国内流通時の3段階での衛生確保対策を図るべく計画を策定し、

監視指導を実施する。    i

3.重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項

0輸入届出時の審査による法違反の有無の確認

0モニタリング検査※1(平成23年度計画 :約 8方 6キ件)

○ 検査命令※子(平成 22年 4月 1日 現在 :全輸出国の 16品 目及び33カ 国・1地域

の 125品 目)

○ 海外情報等に基づく緊急対応

○ 輸出国制度調査の結果を踏まえたモニタリング検査件数の見直し

○ 検査命令の解除要件に関し、検査命令通知日からとし、期間を限定

○ アフラトキシンの指標変更を踏まえたモニタリング検査対象の拡大     :

4,輸出国における衛生対策の推進

〇 輸出国政府に対して衛生管理対策の確立の要請

○ 現地調査や二国間協議を通じた、農薬等の管理・監視体制の強化

5.輸入者への自
=的

な衛生管理の実施に関する指導

○ 輸入前指導 (いわゆる輸入相談)       :
○ 輸入前、初回輸入時及び定期的な自主検査の指導※3

0記録の保存に係る指導     ‐

○ 輸入者等全の食品衛生に関する知識の普及啓発

61国民への情報提供

○ 二国間協議及び現地調査等に関する情報の公表

○ リスクコ
・
ミュニケーションに関し、都道府県等及び他省庁との連携

※1:食品の種類毎に輸入量、違反率等を勘案した統計学的な考え方に基づく計画的な検査

※2:違皮の蓋然性が高いものについて、輸入の都庫の検査を厚生労働大臣が命令し、検査に合格しなければ輸

入・流通が認められない検査

※3:原材料管理の検証に資する加工食品の残留農薬等に係る試験法の検討・開発を実施
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平成23年度輸入食品監視指導計画 (案 )の概要

輸入食品安全対策室

【計画本文】 (新たに盛 り込んだ事項を下線部で示す。)             ′

序 文

平成 22年度計画に基づく施策の実施状況の概要及び平成 23年度計画において取り組む施

策を記述d                             :
○ 計画的に輸出国の対日輸出食品の安全対策に関する制度調査を実施した。

また、平成 22年 5月 、日中両国担当大臣により「日中食品安全推進イ`ニ シアチブ覚書J=

品等の安全分野における交流及び協力を推進する。       ′

: 〇 ポジティブリスト制度の着実な施行のため、      ,

検討 を行 う。          1
・ 輸入時の検査項目の更なる拡充を図る。                    1
・ 輸出国に対し、生産及び製造カロエ段階における安全対策の推進を要請 し、必要に応じて、

輸出国における残留農薬管理の確認のため、現地調査を行 う。

・ 残留農薬等について検査命令の対象となつている食品について、輸出国における残留農

薬等管理の検証を目的として、モFタ リング検査を強化する。

・ 食品衛生法第 6条

O BSE問題について、現地調査結果等を踏まえ、輸出国政府が管理する対 日輸出プログラム

の遵守状況を引き続き検証する。

○ 弓|き 続 き輸入者による輸出国段階における自主的な安全管理の推進を図るとともに、輸出

国における安全対策に関する情報収集の推進に努める。

目的            ・

「重点的、効率的かつ効果的な監視指導の実施を推進し、もつて、輸入食品等のす層の安全

性確保を図ることを目的とする。」 i

適用期間

「平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 」 |
２

・
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3 輸入食品等 監視指導の実施に?いての基本的考え方

査品安全基 本法第 4条 (食品の安全性昨保は、国内外における食品供給行程の各段階におい

て適切な措置 を講 じる|と により行わなけ■
ばならない)の観点から、輸入食品の安全性確保

のために、輸 出国における生産、製造、加平等
の段階から輸入後の国内流通までの各段階にお

いて講 じるンドき措置の基本的事要について記ヰ。

・ 各段階にお いて講 じる大き措置の主体を明記唯

4 生産地の事 情等からみて車点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項

(1)輸入届出の 確認、 (2)モニタリン
グ検査、(3)モ ニタリング検査以外の行政検査、 (4)検査命

令、(3)包括白勺輸入禁止措置及び (6)海外情報等に基づく緊急対応における本省及び惨疫所の
準

割、実施の手 順について謳述。

:モニタリング計画の策定に際し、輸出国制度調査の結果、当該国における対日輸出品の安

全管理が適 切に実施されていることが確認された食品については

を見直す。             .
.輸                      i里 上庄上生暉:中

にモニタリング計画の

見直しを行 う。

・1鍾全型塑塵墾山艶 型上童動金肇幽叫卓 学 ■

5 輸出国における安全対策め推進

輸出国の生 産等の段階において法違反の未然防止を図るため、輸出国に対する(1)球が国の

食晶安全規制 あ周知、 (2)二国間協議、現地調査等及び (b)技術協力等の取組について記述。

: 。「日中食品安全推進イニシアチブ覚書」に基づき、日中間に墜生る食品の安全性向上のた

6 輸入者べの 自
:主

的な安全管理の実施に係る指導に関する事項

食品安全基本法第 8条及び法第 3条第 1項に規定される食品等事業者の責務に照 らし、輸入

者に対 して 自主的な安全管理の推準を図ぅため、輸入者等に対する(1)基本的指導事項、 (2)

輸入前指導の実施t(3)輸入前指導による法違反発見時の対応、 (4)自 主検査の実施、 (5)輸入

査品準め記録 の作成及び保存及び (6)食品安全に関する知識の向上等の指導事項を記述。

・ 輸入食品等 の記録の作成及び保存に関し、
「
食話肇事業者の記録の作成及び保左

■
墾拳上量

(ガイ ドライン)を踏まえることを明記。    t

遣 し、シンポジウムを開催する。

=11ニ



7 法違反が判明した場合の対応

(1)輸入時、 (2)国 内流通時の検査等で法違反が発見された場合の対応、(3)再発防止のため

の輸入者に対する指導、(4)法違反を繰り返す輸入者等に対する営業の禁停止処分、(5)悪質事

例の告発及び (6)違反事例の公表等における本省、検疫所及び都道府県等の連携、実施の手順

について記述。        ′

8 国民への情報提供

輸入食品等の安全性確保に関する情報を広く国民べ提供するため、(1)モニタリング計画等

に関する情報Iの提供、(2)二国間協議及び現地調査等に関する情報の提供、(3)本計画に基づく  ヽ

監視結果の公表、(4)食品等の安全に関するリスクコミュニケァションの取組等にういて記述。

: 本省は、輸出国の安全対策の推進等のため実施した、二国間協議及び現地調査等に関する

情報について公表する。

・ 食品等の安全に関するリスクゴミュニケーションについて、者5道府県等及び他省庁 と連携

して実施する。

9 
‐
その他監視指導の実施のために必要な事項

(1)食品安全に関する人材の養成、資質の向上t(2)検疫所が実施する食品等の試験検査等に

係る点検に係る取組について記述。
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食品衛生分科会における審議対象品目の処理状況について

分科会 分 類 剤 名 パブリックコメントの状況 ⅥFO通報の状況 備考

10月 8日 汚染物質 アフラトキシン
平成22年 8月 9日 ～
平成22年 9月 8日

意見あり
平成22年 11月 4日 ～

平成23年 1月 3日
コメントあり

規制(案 )の 変
更はなし

添加物 ピペリジン
平成22年 8月 24日 ～

平成22年 9月 22日
意見あり

平成22年 8月 26日 ～

平成22年 10月 23日
藪見なし

添加物 ピロリジン
平成22年 8月 24日 ～

平成22年 9月 22日
意見なし

平成22年8月 26日 ～

平成22年 10月 23日
意見なし

添加物 フルジオキソニル
平成22年 9月 21日 ～
平成22年 10月 20日

意見あり
平成22年9月 21日 ～

平成22年 10月 20日 き見なし

添加物 2.6-ジメチルピリジン
平成22年 10月 19日 ～

平成22年 11月 17日
意見なし

平成22年 11月 5日 ん

平成23年 1月 3日 藪見なし

添加物 5-エチル‐2-メチルピリジン
平成22年 10月 19日 ～
平成22年 11月 17日

意見なし
平成22年 11月 5日 ～
平成23年 1月 3日 意見なし

農薬 プロピリスルフロン
平成22年 7月 7日 ～

平成22年 8月 5日 意見なし
平成22年7月 1日 ～
平成22年8月 30日

コメントなし

農薬 スピネトラム 半 成 22年 9月 3日 ～

工 歳 ク,生 ln日 ,日 意見あり
平 成 22年9月 15日 ～

平 成 ,2年 11日 14R コメントあり
基準値(案 )

の変更はなL

農薬 パクロブトラゾール
平成22年 7月 7日γ
平成22年 8月 5日 意見なし

平成22年7月 1日 ～
平成22年8月 30日

コメントなし

農薬 プロポキシカルバゾン 平成22年 8月 2日 ～
平成22年 8月 31日

意見なし
平成22年8月 9日 ～
平成22年 10月 8日

コメントなし

農薬 フルフエンピルエテル パブリックコメントの対象列 WTO通報の対象外

農薬 フルジオキソニル
平成22年 9月 3日 ～
平成22年 10月 2日 意見あり

平成22年9月 15日 ～
平成22年 11月 14日

コメントなし
基準値(案 )

の変更はなし

農薬 ジクロスラム パブリックコメントの対象列 W「0通報の対象外

農薬 チアゾピル パブリックコメントの対象外 WTO通報の対象外

農薬 クロルエトキシホス 平成22年 9月 3日 ～

平成22年 10月 2日 意見なし
平成22年9月 15日 ～

平成22年 11月 14日
コメントなし

農薬 エトプロホス
平成22年 9月 3日 ～

平成22年 10月 2日 意見あり
平成22年9月 15日 ～

平成22年 11月 14日
コメントなし

基準値(案 )

の変更はなし

農薬 トリブホス
平成22年 9月 3日 ～
平成22年 10月 2日 意見あり

平成22年9月 15日 ～
平成22年 11月 14日

コメントなし
基準値(案 )

の変更はなし

農薬 シエノピラフェン
平成22年7月 7日 ～

平成22年 8月 5日 意見なし
平成22年7月 1日 ～

平成22年8月 30日
コメントなし

農薬 メトキシフェノジド
平成22年7月 7日 ～
平成22年 8月 5日 意見なし

平成22年7月 1日 ～
平成22年8月 30日

コメントあり
基準値(案 )

の変更はなし

農薬 シフルメトフェン
平成22年 7月 7日 ～

平成22年 8月 5日 意見なし
平成22年7月 1日 ～

平成22年 8月 30日
コメントなし

農薬 アゾキシストロビン
平成22年 7月 7日 ～

平成22年 8月 5日 意見なし
平成22年7月 1日 ～
平成22年8月 30日

コメントあり
基準値 (案 )

の変更はなL

農薬 ビフェントリン
平成22年 8月 2日 ～
平成22年 8月 31日

意見あり
平成22年 8月 9日 ～
平成22年 10月 8日

コメントなし
基準値 (案 )

の変更はなし

農薬 クロルフエナピル
平成22年 8月 2日 ～

平成22年 8月 31日
意見あり

平成22年8月 9日 ～
平成22年 10月 8日

コメントなし
基準値(案 )

の変更はなし

10月 8日
動物用医
薬品

アセトアミノフェン
平成22年 9月 3日 ～

平成22年 10月 2日｀ コメントな WrO通報の対象外

動物用医
薬品

ントプロフェン パブリックコメントの対象外 WrO通報の対象外

動物用医
薬品

ホスホマイシン パブリックコメントの対象外 VVTO通報の対象外

動物用医
薬品

啄増殖性腸炎乾燥生ワクチン パブリックコメントの対象外 WrO通報の対象外

動物用医
薬品

豚インフルエンザ・豚丹毒混6
(油性アジュバント加)不活化
ワク手ラ

パブリックコメントの対象外 WTO通報の対象外

勤物 用 医

薬品

場伝 染 性 フアフ リキ ウス曇 病
r片 而 書 hn、 と

"々
手 ′`

パブリックコメントの対象外 WTO通報の対象外

動物用医
薬品

マイコプラズマ・ハイオニュニ

モニエ感染症 (カルボキシビニ

ルポリマーアジュバント加)不

活化ワクチン

パブリックコメントの対象外 MЮ通報の対象外

医用物

品

動
一楽

豚アクチノ′ヽシラス・プルロ
ニューモニエ (1・ 2・ 5型 )感染
症・豚丹毒混合 (油 性アジュバ

ント加)不活化ワクチン

パブリックコメントの対象外 WTO通報の対象外

6月 2日
動物用医
薬品

)t)vJE7r-> 平成23年 2月 21日 ～
平成23年 3月 22日

平成22年 11月 23日 ～

平成23年 1月 22日
コメントなし

助物用医
薬品 "/v/ 

/-TA-lv 試験法と合わせて実施予定
平成22年 6月 14日 ～

平成22年 8月 13日
コメントあり

0




